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案

内
　
　
　

自
衛
隊
へ
の
情
報
提
供
を

望
ま
な
い
人
へ

　
市
で
は
、
法
令
に
基
づ
き
、
自
衛

官
及
び
自
衛
官
候
補
生
の
募
集
の
た

め
に
必
要
な
情
報
（
氏
名
、
住
所
、

生
年
月
日
、
性
別
）
を
自
衛
隊
に
提

供
し
て
い
ま
す
。
市
に
よ
る
自
衛
隊

へ
の
情
報
提
供
を
望
ま
な
い
人
は
、

本
人
又
は
そ
の
代
理
人
が
除
外
申
請

を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
＝
平
成
19
年
４
月
２
日
か
ら

平
成
20
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
人
／

平
成
15
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
16
年

４
月
１
日
生
ま
れ
の
人　
▼
申
込
方

法
＝
申
請
書
を
６
月

30
日（
月
）ま
で
に
提

出申
問
消
防
防
災
課
（
本
庁
４
階
）

　
　
　
　
　
　
　
☎
24
︲
２
１
３
２

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
関
連
業
務

の
休
止

　
６
月
22
日
（
日
）
の
休
日
開
庁
日

は
、
シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
伴

い
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
関
連
業
務
（
交

付
・
申
請
・
更
新
な
ど
）
が
で
き
ま

せ
ん
。

問
市
民
課
（
本
庁
１
階
）

　
　
　
　
　
　
　
☎
24
︲
２
１
０
１ 詳しくはこちら

　妊娠・出産を望む人が、経済的な理由で新たな家族を迎えることを諦めることがないよう、
費用の一部を助成します。 【申】【問】母子保健課（本庁１階）☎︎２４ー２１１５

詳しくはこちら

不妊治療費・不育症検査治療費の助成 助成限度額： 上限 万円５５

【不妊治療費（先進医療分）の助成】 【不育症検査及び治療費の助成】
保険適用で実施した生殖補助医療と
併用して行われた先進医療に係る一
部の費用を助成します。

不育症と診断された人を対象に、保
険適用外の不育症検査及び治療費に
係る一部の費用を助成します。

■ 助成回数

保険診療の回数に準じます
（妻の年齢が 40 歳未満は６回まで、40 歳以上
43 歳未満は３回まで）

詳しくはこちら

■ 対象となる先進医療
・登録医療機関で実施した先進医療
・ １クールの生殖補助医療（保険診療）と併せて

実施した先進医療
・１クールの開始日が令和７年４月１日以降

保険診療と併用して実施した先進医療分が該当

保険適用治療 先進医療

保険（７割） 自己負担
（３割）

全額自己負担
（10 割）

■ 対象となる治療
・保険適用外の不育症の検査及び治療
・検査及び治療開始日が令和７年４月１日以降

■ 対象　※以下の全てに該当すること
・市内在住で申請日に一年以上住所がある夫婦
    （事実婚を含む）
・夫婦ともに市税を完納していること

■ 申請書類
必須：助成金交付申請書、受診等証明書
該当者のみ：戸籍全部事項証明書、
　　　　　　事実婚関係に関する申立書

■ 助成回数
・ 夫婦１組につき、年度に１回のみ

いずれも……

■ 申込方法　窓口又は郵送で申請
詳しくは、Web をご覧ください。

助成対象
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国民健康保険税納税のお知らせ

■ ７月 14 日（月）に世帯主へ納税通知書を発送します
　納税通知書は本人宛を確認のうえ、すべて開封し内容を確認してください。
　また、６月 24 日（火）以降に転居や転出をする人は、納税通知書が市へ返戻されてしまう場合があり
ますので、郵便局の転居・転送サービスを利用してください。

 　納税方法が口座振替又は納付書から 10 月以降年金天引きに変わる場合があります。該当する人には、
口座振替又は納付書と年金天引きの納税通知書が、別々に郵送されます。

 　前年度以前に遡っての国保加入や過年度の修正申告などの手続きをした場合、現年度分とは別に、過年
度分の納税通知書も郵送されることがあります。過年度分については、現在、口座振替を利用中でも納付
書での納付となりますので注意してください。

■ 納税方法が変わる場合があります

年金天引きから
口座振替又は納付書へ変更となる人

口座振替又は納付書から
年金天引きへ変更となる人

対象
・１～４のいずれかに該当する人。
・ 今年度 75 歳になり、国民健康保険から後

期高齢者医療制度に移行する人。
１～４の全てに該当する人。

１ 世帯主が国民健康保険以外に加入した（社会
保険、後期高齢者医療制度など）。 世帯主が国民健康保険に加入している。

２ 同一世帯内で国民健康保険に 65歳未満の人
が加入した。

同一世帯内で国民健康保険の加入者が全員
65歳以上 74歳以下である。

３ 世帯主の対象年金受給額が年額18万円未満。 世帯主の対象年金受給額が年額 18 万円以上。

４ 国保税と介護保険料を合わせた額が、対象年
金の偶数月受給額の半分を超えている。

国保税と介護保険料を合わせた額が、対象年
金の偶数月受給額の半分を超えていない。

■ 税率

医療分 後期高齢者支援分 介護納付金分（40～ 64歳）

所得割（前年中の所得に対して） 7.8% 2.1% 1.8％
均等割（１人あたり）
※軽減・減免適用前 32,000 円 13,000 円 12,500 円

【申】【問】医療保険課（本庁１階）
☎︎２４−２１０３

申請の有無や申請方法など、詳しくは納税通知書に
同封するお知らせ又は Web をご覧ください。

■ 軽減・減免制度

■ 賦課限度額（国で定める国民健康保険税の課税上限額）

109万円 ＝ 医療分【66万円】　＋　後期高齢者支援分【26万円】　＋　介護納付金分【17万円】
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詳しくはこちら■ 引き続き学生納付特例を希望する人

国民年金の学生納付特例免除制度の更新

　学生納付特例制度により国民年金保険料の納付猶予
を受けている人で、令和７年度も在学予定の
人は、日本年金機構から学生納付特例申請書

（はがき）が送付されています。

必要事項を記入して返送してください。
■ ハガキが届かない人、在籍している学校に変更がある人、
　 新たに学生納付特例を申請する人

窓口又はマイナポータルからの申請が必要です。

○ 持 参 品   
　  学生証（コピー可・両面）又は在学証明書（コピー

不可）、来庁者の身分証明書
　 ※ 本人又は同一世帯の人以外が申請する場合は、委任

状が必要です。
○ 申請場所　市民課窓口又は各支所

【申】【問】市民課（本庁１階）☎︎２４−２１０１

女性集団検診
　検診内容など、詳しくは健康
カレンダー12～18ページをご覧
ください。

【問】 健康増進課（本庁２階）☎︎２２−０５０６

予約方法
明野保健センター■ 場　所

７月３日（木）～５日（土）
　　７日（月）、８日（火）
※要事前予約

■ 検診日

５月25日（日）から検診を受け
る日の２日前（休日を除く）の
正午まで

■ W e b（24 時間受付）

予約はこちら

５月 26 日（月）、27 日（火）
午前９時～午後５時

☎0570 − 077 − 150■ 電　話

マ
イ
ナ
救
急
実
証
事
業

　
筑
西
広
域
消
防
本
部
で
は
、
救
急

業
務
の
円
滑
化
、
迅
速
化
の
た
め
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
活
用
し
て

通
院
履
歴
や
服
薬
情
報
な
ど
の
確
認

を
行
う
実
証
事
業
を
実
施
し
ま
す
。

　
マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用
登
録
や
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
提
示
に
協
力

し
て
く
だ
さ
い
。

▼
期
間
＝
５
月
中
旬

か
ら
令
和
８
年
３
月

末
日
ま
で

問
筑
西
広
域
消
防
本
部

　
　
　
　
　
　
　
☎
24
︲
４
１
０
４

募

集

甲
種
防
火
管
理
者
再
講
習

▼
期
日
＝
７
月
10
日
（
木
）
▼
場
所

＝
結
城
市
民
情
報
セ
ン
タ
ー　
▼
申

込
方
法
＝
５
月
29
日

（
木
）か
ら
６
月
５
日

（
木
）に
Ｗ
ｅ
ｂ
で　

申
問
筑
西
広
域
防
火
管
理
協
議
会

　
　
　
　
　
　
　
☎
24
︲
４
５
８
９

消
防
設
備
士

受
験
準
備
講
習

▼
開
催
日
＝
各
類
共
通
：
７
月
14
日

（
月
）
／
乙
第
６
類：７
月
16
日
（
水
）

／
甲
・
乙
第
１
類
：
７
月
29
日
（
火
）

＝
20
人
（
応
募
多
数
の
場
合
抽
選
）

▼
費
用
＝
７
５
１
６
円
（
教
材
費
・

保
険
料
）
▼
申
込
方
法
＝
６
月
１
日

（
日
）か
ら
７
月
３
日

（
木
）に
Ｆ
Ａ
Ｘ
で

※
託
児
有
り

申
問
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会　

☎
０
２
９
︲
２
２
１
︲
８
４
９
７

０
２
９
︲
２
２
１
︲
８
６
１
８

障
が
い
児
・
者

福
祉
サ
ー
ビ
ス
説
明
会

　
市
内
や
近
隣
市
町
村
の
福
祉
事
業

所
が
集
ま
り
ま
す
。

▼
日
時
＝
６
月
28
日
（
土
）
午
前
９

時
30
分
～
正
午　
▼
場
所
＝
市
社
会

福
祉
協
議
会
（
小
林
）

※
要
事
前
申
込
、
当
日
参
加
可

申
問
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
は
ぐ
く
み

渡
邉　
　
　
　
　

☎
24
︲
８
９
３
９

筑
西
地
域
職
業
訓
練

セ
ン
タ
ー

【
パ
ソ
コ
ン
w
o
r
d
習
得
講
座

（
全
14
回
）】

▼
日
時
＝
6
月
20
日
（
金
）
～
８
月

８
日
（
金
）
午
後
６
時
30
分
～
９
時

30
分　
▼
定
員
＝
15
人　
▼
費
用
＝

１
万
５
０
０
０
円
（
教
材
費
別
）

▼
申
込
方
法
＝
５
月
19
日
（
月
）
か

ら
６
月
13
日
（
金
）
に
電
話
で

申
問
筑
西
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

　
　
☎
０
２
９
６
︲
75
︲
１
２
５
４

／
甲
・
乙
第
４
類
：
７
月
30
日
（
水
）

い
ず
れ
も
…
…

▼
申
込
方
法
＝
６
月

２
日
（
月
）
か
ら
６
日

（
金
）
に
Ｗ
ｅ
ｂ
で

申
問
（
一
社
）
県
消
防
設
備
協
会

　
☎
０
２
９
︲
２
２
６
︲
９
６
１
１

ひ
と
り
親
家
庭
の
母
・
父
の

た
め
の
パ
ソ
コ
ン
講
習
会

▼
日
時
＝
６
月
29
日
～
８
月
10
日

毎
週
日
曜
日
（
全
７
回
）
午
前
９

時
30
分
～
午
後
４
時　
▼
場
所
＝
県

母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会
（
水
戸
市
）

▼
対
象
＝
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
・
父

及
び
寡
婦
で
全
日
程
出
席
で
き
る
人　

▼
定
員
＝
15
人
（
応
募
多
数
の
場
合

抽
選
）
▼
費
用
＝
２
２
０
０
円
（
教

材
費
）
▼
申
込
方
法
＝
５
月
30
日

（
金
）
ま
で
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
で

申
問
県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会

☎
０
２
９
︲
２
２
１
︲
８
４
９
７

０
２
９
︲
２
２
１
︲
８
６
１
８

母
子
家
庭
等

自
立
促
進
講
習
会

【
介
護
職
員
初
任
者
研
修（
全
14
回
）】

▼
日
時
＝
８
月
２
日
～
12
月
13
日

毎
週
土
曜
日　
午
前
９
時
～
午
後
５

時　
▼
場
所
＝
県
母
子
寡
婦
福
祉
連

合
会
（
水
戸
市
）
▼
対
象
＝
ひ
と
り

親
家
庭
又
は
寡
婦
で
全
日
程
出
席
で

き
、
就
労
を
希
望
す
る
人　
▼
定
員 申込みはこちら

申込みはこちら 詳しくはこちら

詳しくはこちら



筑西市役所☎24-2111　関城支所☎37-6111　明野支所☎52-1111　協和支所☎57-2511

4

イ
ベ
ン
ト

筑
西
市
芸
術
祭

い
け
ば
な
展

▼
日
時
＝
６
月
７
日
（
土
）、
８
日

（
日
）
午
前
10
時
～
午
後
５
時
（
最

終
日
は
午
後
４
時
ま
で
）
▼
場
所
＝

道
の
駅
グ
ラ
ン
テ
ラ
ス
筑
西
多
目
的

室　
▼
入
場
料
＝
無
料

【
子
ど
も
の
い
け
ば
な
体
験
コ
ー
ナ
ー
】

▼
日
時
＝
各
日
と
も
展
示
日
の
午
前

11
時
か
ら
花
材
が
な
く
な
り
次
第
終

了　
▼
対
象
＝
中
学
生
以
下　
▼
参

加
費
＝
無
料　
▼
持
参
品
＝
不
要

問
文
化
ス
ポ
ー
ツ
課
（
本
庁
３
階
）

　
　
　
　
　
　
　
☎
22
︲
０
１
８
３

マ
マ
の
息
抜
き
ヨ
ガ
サ
ロ
ン

　
お
子
さ
ん
を
預
け
て
、
母
親
だ
け

で
ヨ
ガ
に
参
加
で
き
ま
す
。
お
子
さ

ん
は
地
域
女
性
団
体
連
絡
会
の
み
な

さ
ん
と
、
保
育
士
が
見
守
り
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
６
月
５
日
（
木
）
午
前
10

時
～
11
時
30
分　
▼
場
所
＝
市
総
合

福
祉
セ
ン
タ
ー
（
小
林
）
▼
対
象
＝

令
和
６
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の

赤
ち
ゃ
ん
が
い
る
母
親
（
未
就
学
児

の
き
ょ
う
だ
い
も
預
か
り
ま
す
）

▼
定
員
＝
７
人
（
新
規
優
先
）
▼
持

参
品
＝
赤
ち
ゃ
ん
に
必
要
な
も
の
、

飲
み
物
、
タ
オ
ル
、
母
子
手
帳
、
ヨ

　大地震による家屋の倒壊から生命を守るため、木造住宅耐震診断士による家の耐震診断を
受けてみませんか？

あなたの家の安全を診断します

詳しくはこちら

【申】【問】まちづくり課（本庁３階） ☎︎２０−１１８１

■ 実施期間 7月中旬～

■申込期間 ６月３日（火）～17日（火）
※平日のみ

■申込方法 必要書類を持参のうえ
窓口で

・筑西市木造住宅耐震診断申請書
・納税証明書( 完納証明)
・ 建築確認申請又は台帳記載事項証明

■ 持 参 品

15 戸（申込み多数の場合は抽選）■ 定　　員

■ 派遣対象
○  耐震診断を受けようとする者が所有し、現に

居住しているもの
○  昭和 56 年５月 31 日以前に建築確認を受けて

建築された住宅で、地上階数が２以下のもの
○ 延べ面積が 30㎡以上のもの
○   プレハブ工法、丸太組構法、旧建築基準法  

38 条に規定する認定
構法により建築されて
いないもの

○   所有者が市税などの
　 滞納をしていないこと

　地方自治法施行令の一部改正に伴い、市契約規則に規定する随意契約
ができる範囲を下記のとおり改正しました。

　安心安全なまちづくりのため、
自治会などが設置する防犯カメラ
の費用の一部を補助します。

【問】契約検査課（本庁４階）　☎︎２４−２１８５
【申】【問】市民安全課（本庁２階）　
　　　　☎︎２４−２１３１

筑西市契約規則の一部改正について 防犯カメラ設置補助金

■ 随意契約の範囲

■ 施行日 令和７年６月１日

■ 申請方法
市民安全課と事前
協議が必要です。
詳しくは Web で。

■ 補助対象要件
・年度内に着手、完了できること
・ 他の補助金制度を利用していな

いこと　など

契約の種類
少額随意契約の基準額

備考
改正前 改正後

工事又は製造の請負 １３０ ２００ 工事、修繕 など

財産の買入れ ８０ １５０ 不動産、動産、特許権 など

物件の借入れ（年総額） ４０ ８０ 土地、建物、機械、器具

財産の売払い ３０ ５０ 不動産、動産

物件の貸付け ３０ ３０ 土地、建物、機械、器具

前各号に掲げるもの以外 ５０ １００ 委託、役務 など

■ 補助金
※対象経費の２分の１
20万円（上限）

派 遣
無 料

（単位：万円）
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ガ
マ
ッ
ト
又
は
バ
ス
タ
オ
ル　
▼
参

加
費
＝
無
料　
▼
申
込
方
法
＝
５
月

19
日
（
月
）
か
ら
23

日
（
金
）
に
電
話
又

は
Ｗ
ｅ
ｂ
で

申
問
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
　
　
　
　
　
　
☎
22
︲
５
１
９
１

日
本
画「
群
青
の
会
」作
品
展

　
約
50
点
の
風
景
画
や
静
物
画
な
ど

を
展
示
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
５
月
29
日
（
木
）
～
6
月

1
日
（
日
）
午
前
10
時
～
午
後
５
時

（
最
終
日
は
午
後
４
時
ま
で
）
▼
場

所
＝
ス
ピ
カ
ビ
ル
地
下
１
階
多
目
的

ス
ペ
ー
ス　
▼
入
場
料
＝
無
料

問
群
青
の
会　
川
路☎

35
︲
２
２
８
４

オ
リ
エ
ン
テ
ー
リ
ン
グ

体
験
会

▼
日
時
＝
６
月
８
日
（
日
）
午
前
９

時
～
正
午
（
受
付
：
午
前
８
時
30
分

～
）　
▼
場
所
＝
五
郎
助
山
（
上
野
）

▼
対
象
＝
個
人
又
は
２
～
３
人
の
グ

ル
ー
プ　
▼
参
加
費
＝
１
人
２
０
０

円
（
保
険
料
、
地
図
代
な
ど
）
▼
申

込
期
限
＝
６
月
５
日
（
木
）

※
当
日
申
込
可
。
申
込
方
法
な
ど
、

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
問
オ
リ
エ
ン
テ
ー
リ
ン
グ
体
験
会

宮
本

☎
０
８
０
︲
２
２
３
８
︲
９
３
１
０

劇
団
明
野
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル

体
験
・
見
学
会

▼
日
時
＝
①
５
月
24
日（
土
）
②
６
月

７
日（
土
）
③
６
月
21
日（
土
）
午
後

２
時
30
分
～
４
時
30
分　
▼
場
所
＝

①
②
明
野
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

③
県
西
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
（
野
殿
）

い
ず
れ
も
…
…

▼
対
象
＝
小
学
生
以

上　

▼
定
員
＝
20
人

▼
参
加
費
＝
無
料

申
問
劇
団
明
野
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル　
杉
山

☎
０
９
０
︲
３
５
１
０
︲
７
９
５
６

筑
西
市
民
ウ
ォ
ー
ク

～
筑
西
を
歩
こ
う
～

―
健
康
づ
く
り
奨
励
単
位
認
定
事
業

／
生
涯
学
習
奨
励
単
位
該
当
事
業
―

▼
日
時
＝
6
月
１
日
（
日
）
午
前
９

時
～
（
雨
天
中
止
）
▼
集
合
場
所
＝

市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
小
林
）　

▼
対
象
＝
市
内
在
住
で
５
㎞
か
ら

７
㎞
を
歩
け
る
人　

▼
内
容
＝
①

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
教
室
約
30
分
（
靴
の

履
き
方
、
歩
き
方
、
準
備
体
操
な

ど
）
②
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
か
ら

五
行
川
周
辺
、
約
５
㎞
か
ら
７
㎞
の

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ　
▼
持
参
品
＝
飲
み

物
、
帽
子
、
歩
き
や
す
い
服
装　

▼
参
加
費
＝
無
料

問
健
康
運
動
普
及
員
会
（
健
康
増
進

課
内
） 　

 　
　

 

☎
22
︲
０
５
０
６

民生委員・児童委員に気軽にご相談ください

【問】社会福祉課（本庁２階） ☎︎２２−０５２５

5 月 12 日は民生委員・児童委員の日です
　民生委員・児童委員の活動に対する理解を深める
とともに、更なる活性化につながっ
ていくことを期待して、５月 12
日からの１週間は「活動強化週間」
となっています。

○相談の秘密は守られます
　民生委員・児童委員には秘密を守る義務がある
ため、相談内容がほかに漏れる心配はありません。
安心して相談してください。

　民生委員・児童委員は、地域の身近な相談役として、さまざまな相談に応じ、誰もが安心して生活できる地
域づくりのために日々活動しています。

○民生委員・児童委員とは？
　厚生労働大臣から委嘱された非常勤の地方公
務員ですが、給与の支給はなく、ボランティアと
して活動しています。また、児童委員を兼ねてお
り、子どもに関する問題を専門に対応する主任児
童委員もいます。
　民生委員・児童委員は、地域住民と同じ立場で
相談を受け、必要な福祉制度や子育て支援サービ
スを受けられるように関係機関へつなぐ役割を果
たします。
　市では現在、216 人の
民生委員・児童委員（う
ち主任児童委員 15 人）
が地域のために活躍して
います。

○相談したい場合はどうしたらいいの？
　民生委員・児童委員には、それぞれの担当区
域があります。住んでいる地域の民生委員・児童
委員がわからない場合は、社会福祉課へ問い合わ
せてください。

○こんなときにはご相談ください
・ 身体の障がいや高齢により、暮ら

しや生活に不安がある
・ 医療や介護、生活困窮などの福祉

サービス制度や窓口がわからない
・ 育児やこどものしつけで悩んでい

るなど

申込みはこちら

申込みはこちら
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※よろず相談承ります。□心配ごと無料相談 ※秘密厳守

区　分 一般・電話相談 法律相談

相談日時 ６月12日（木）午後１時～４時 ６月６日（金）午前10時～正午

相談会場 市総合福祉センター（小林）

相談員 民生委員 弁護士

申込み 来訪順
【受付時間】午後１時～３時

【要予約】５月16日（金）午前９時～
市内在住者、先着5人

問い合わせ 直通ダイヤル ☎25-6141 社会福祉協議会 ☎22-5191

▶日時＝６月４日（水）
　　　　午前10時～
▶場所＝市シルバー人材センター
　　　　多目的ホール（二木成）
▶持参品＝飲み物　
▶参加費＝200円（80歳以上無料）
申 問ＮＰＯ法人地球の保健室　高久

☎︎０９０−１０３４−０１１７

歌声ピーチひろば

▶日時＝６月６日（金）
　　　　午前10時～11時30分
▶場所＝たまり場・たろう（薬師町）
▶参加費＝無料
問たまり場・たろう　小松﨑
　☎︎０９０−１７９７−３０４５

市民活動∞井戸端かふぇ
　市内で活躍中のボランティア団
体との井戸端会議をしませんか。

朗読 CD&テープ無料貸出

【朗読ボランティア野ばらの会】
 ①文藝春秋４月号　1 枚
 ②ＰＨＰ    ４月号　２枚　

▼場所＝市総合福祉センター（小林）
問朗読ボランティア野ばらの会　太田

☎︎２８−４８８６

【やまびこ朗読ボランティア】
 ①  乳房　池波正太郎著　６本
 ②まんぞくまんぞく
　池波正太郎著　５本　

▼場所＝中央図書館　
問中央図書館　☎︎２４−３５３０

　視覚障がい者、身体が不自由な人、高
齢者などに貸し出します。
リクエストについて
は相談してください。

オレンジカフェ（認知症カフェ）
団　体 日　時 内　容 場　所 申・問

あやめ ６月１日（日）
13 時 30 分〜 15 時 30 分

知って得する健康講座
みんなで歌おう

川島コミュニティ
センター

オレンジカフェあやめ（田嶋）
☎ 28-4339

ぶらり
サロン

６月４日・18 日（水）
13 時 30 分〜 15 時 30 分

４日　元気なうちから知っ
ておきたい在宅医療
18 日　介護の悩み相談

ギャラリーおっこの室
（大町）

ぶらりサロン（仁平）
☎ 080-6550-1579
※参加費 200 円

笑福 無 ６月８日（日）
10 時〜正午 認知症を予防する デイサービス笑福

（細田）※送迎要相談
デイサービス笑福（加賀谷）
☎ 48-8141

　…費用無料 認知症に関する心配事、悩み相談もできます。無

無

相

談

結
婚
相
談
会
in
筑
西

▼
日
時
＝
６
月
８
日
（
日
）
午
後
１

時
～
５
時　
▼
場
所
＝
市
総
合
福
祉

セ
ン
タ
ー
（
小
林
）
▼
対
象
＝
成
人

独
身
男
女
及
び
そ
の
親
族　
▼
定
員

＝
10
人
（
先
着
順
）
▼
持
参
品
＝
身

分
証
明
書　
▼
申
込
方
法
＝
５
月
19

日
（
月
）
か
ら
28
日
（
水
）
の
正
午

か
ら
午
後
７
時
の
間
に
電
話
で

申
問
い
ば
ら
き
マ
リ
ッ
ジ
サ
ポ
ー
タ
ー

県
西
地
域
活
動
協
議
会　
木
村

☎
０
９
０
︲
８
０
４
４
︲
５
４
０
８

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
お
け
る

「
看
護
の
仕
事
」
相
談
会

▼
日
時
＝
６
月
10
日
（
火
）
午
後
１

時
～
３
時　
▼
場
所
＝
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
筑
西　
▼
内
容
＝
就
業
相
談
や
進

路
相
談

問
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
２
９
︲
２
２
１
︲
７
０
２
１

筑
西
地
方
家
族
会

　
家
族
の
心
の
病
気
で
悩
ん
で
い
る

人
が
、
悩
み
を
相
談
し
た
り
、
知
識

を
身
に
つ
け
た
り
で
き
ま
す
。

【
心
の
相
談
支
援
】

▼
期
日
＝
６
月
18
日
（
水
）

【
交
流
会
】

▼
期
日
＝
６
月
24
日
（
火
）

い
ず
れ
も
…
…

▼
時
間
＝
午
後
１
時
～
３
時　
▼
場

所
＝
市
心
身
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー

内
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
つ
ば
さ
（
小
林
）

▼
対
象
＝
家
族
の
心
の
病
気
で
悩
み

の
あ
る
人　
▼
申
込
方
法
＝
開
催
日

の
前
日
ま
で
に
電
話
で

申
問
地
方
家
族
会　
古
池

☎
０
９
０
︲
１
１
２
２
︲
４
６
９
７

歯
の
な
ん
で
も
電
話
相
談

　
歯
医
者
さ
ん
に
聞
け
な
い
こ
と
や

入
れ
歯
、
矯
正
な
ど
、
歯
に
関
す
る

悩
み
や
質
問
を
受
け
付
け
ま
す
。

▼
日
時
＝
６
月
８
日
（
日
）
午
前
９

時
30
分
～
午
後
０
時
30
分

【
相
談
受
付
電
話
番
号
】

☎
０
２
９
︲
８
２
３
︲
７
９
３
０

※
相
談
無
料

問（
一
社
）
茨
城
県
保
険
医
協
会

　
☎
０
２
９
︲
８
２
３
︲
７
９
３
０

無
料
税
務
相
談

　
税
に
関
す
る
こ
と
な
ら
何
で
も
相

談
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
＝
６
月
４
日
・
18
日
（
水
）

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分　
▼
場

所
＝
市
役
所
２
０
４
会
議
室
（
本
庁

２
階
）

※
予
約
不
要
、
直
接
会
場
へ

問
関
東
信
越
税
理
士
会
下
館
支
部

　
　
　
　
　
　
　
☎
25
︲
５
９
３
０
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□生活の困りごと無料相談（市）※秘密厳守

区　分 人　権 行　政

相談日時 ６月12日（木）午前10時～正午

相談会場 本庁１階東側相談室（申込不要）

相談員 人権擁護委員
（法務大臣委嘱）

行政相談委員
（総務大臣委嘱）

問い合わせ 人権推進課
☎24-2102

広報広聴課
☎24-2172

□女性相談（平日のみ） ※秘密厳守　※要予約　※無料

相談日 毎週月曜日 毎週木曜日

相談時間 午前９時30分～正午 午後１時30分～４時

相談員 女性の専門相談員

相談内容 DV（ドメスティック・バイオレンス）、
夫婦関係、セクシャルハラスメントなど

相談予約 ☎24-2613（直通）
※上記の時間以外は母子保健課に転送

問い合わせ 母子保健課（本庁１階）☎24-2115

お 礼 と ご 報 告

□生活習慣病予防のための栄養相談（市）
相談日 随時行っていますので問い合わせてください。

相談場所 健康増進課窓口

相談内容  体重や血圧などについて、食事の改善方法を
栄養士がアドバイスします。

申込み
問い合わせ 健康増進課（本庁２階）☎22-0506

善意銀行 ～市社会福祉協議会へ～

茨城県立下館第二高等学校３学年会計　様
　…3,073円　　　　　　　　 　（４月15日現在）

消費生活センターに相談を消費生活センターに相談を！！！！  秘密厳守・無料
振り込め詐欺、多重債務などの消費者問題の相談を
行っています。

【消費者ホットライン】
☎１８８（いやや）※お近くの消費生活窓口を案内します

【消費生活センター】
☎２１-０７４５  平日午前９時〜正午、午後１時〜４時

虐待から子どもを守ろう虐待から子どもを守ろう！！！！　秘密厳守・無料
【児童相談所　虐待対応ダイヤル】
☎１８９（いちはやく）※24時間対応・通話料無料
【母子保健課・家庭児童相談室】
☎２４-２６１２　※8：30～17：15（平日のみ）
・ 虐待かな？と思ったら迷わずに連絡を！地域の皆

様の見守りが必要です。
・子育ての悩みを抱え込まず、まずはご相談ください。
　一緒に考えましょう。

仕事駅ちくせいをご利用ください
筑西市就労支援・企業情報発信サイト

ワークステーション

　　

▶日時＝①６日・13 日・20 日・27 日（金）
　　　　　 午後７時～
　　　　②８日・22 日（日）午後１時 30 分～　　　　
　　　　③11 日（水）・24 日（火）午前９時 30 分～
▶定員＝各先着 10 人（１度に２人まで申込み可）
 【申】【問】 ザ・ヒロサワ・シティ体育館 ☎︎２８-５０４０

▶日時＝①６日（金）午前９時 30 分～
　　　　②８日・22 日（日）午前 10 時 30 分～
            ③ 24 日（火）午後７時～
▶定員＝各先着５人（１度に２人まで申込み可）
 【申】【問】協和の杜体育館　☎︎５７-６６００

協和の杜体育館協和の杜体育館

６月の体育館トレーニング室利用者講習

トレーニング室を利用するには講習会の受講が必要です。

いずれも…
▶対　象＝高校生以上　
▶持参品＝体育館用シューズ、運動のできる服装　
▶費　用＝310 円（高校生 210 円）※当日徴収　
▶申込み＝ 5 月 27 日（火）から電話で

ザ・ヒロサワ・シティ体育館ザ・ヒロサワ・シティ体育館 義援金・救援金受付報告
～日本赤十字社を通じて全額が被災地に届けられます～
令和６年能登半島地震災害義援金

渡邉  聡志　様…20,000円
喫茶枝おり　様…5,400円
岡野  将司　様…3,000円

令和６年９月能登半島大雨災害義援金
成田自治会桜まつり義援金　様…7,200円

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　    （４月11日現在）

税目・保険料など 担当課 問い合わせ

 軽自動車税（種別割） 市民税課 ☎24-2113

５ 月 の 納 付 納期限：６月２日（月）
※５月の納期限は６月最初の月曜日

寄　付 ～筑西市へ～

子どもたちの健やかな成長のために　
茨城スバル自動車（株）

　代表取締役社長　大槻  秀樹　様
　…小学校及び義務教育学校（前期課程）16校へ
　児童図書899,537円分　　 　 　（2月12日現在）



５.15５.15
2025

健康健康健康健康

8

ア
カ
ウ
ン
ト

見
や

す
い

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

フ
ォ

ン
ト

を
採

用
し

て
い

ま
す

。
ア
カ
ウ
ン
ト

発行/筑西市　編集/市長公室広報広聴課
〒308-8616 茨城県筑西市田中町丙360番地
☎0296-24-2111（代表）　　　　　　　　　公式HP

▶対象＝「バランスのとれた体力づくり」に関心のある人
▶持参品＝バスタオル、タオル、飲み物、運動靴、上履き（下
館武道館、関城コミュニティセンター、協和ふれあいセン
ターのみ）
※ 市内居住地区、回数に制限はありません。どの教室にも、

月何回でも無料で参加できます。
【問】健康増進課（本庁２階）☎２２-０５０６

健康づくり奨励単位認定事業／生涯学習奨励単位該当

６月の健康運動教室（予約不要）
地区 日　時 会　場

下
　
館

５日・12日・19日・26日（木）
13：30～15：00

※19日は認知症予防体操教室
下館武道館１階

６日・20日（金）
13：30～15：00

アルテリオ会議室
A・B

関
城

４日（水）
13：30～15：00

関城コミュニティ
センター大ホール

明
　
野

3日・24日（火）
13：30～15：00

※24日は認知症予防体操教室

明野保健センター
ホール

10日・17日（火）
13：30～15：00

あけの元気館
健康体操室

協
　
和

６日・20日（金）
13：30～15：00 協和ふれあいセンター

集会室27日（金）10：00～11：30
※認知症予防体操教室

▶対象＝おおむね60歳以上　▶持参品＝タオル、飲み物　
※ どの教室にも、月何回でも無料で参加できます。その他、

地域で多くの会場があります。詳しくはホームページを
ご覧ください。また、体操の動画も配信してい
ますのでぜひご活用ください。

【問】高齢福祉課（本庁２階）☎２２-０５２６

【問】健康増進課（本庁２階）☎２２-０５０６

※掲載内容に変更があった場合は、ホームページなどでお知らせします。

医療機関での健康診査
健診の種類 内　容 対　象
１か月児
健康診査 内科診察、身体測定 １か月になる

お子さん

３〜８か月児
健康診査

内科診察、身体測定
※３～４か月を目安

３～８か月になる
お子さん

９〜11か月児
健康診査 内科診察、身体測定 ９～11か月になる

お子さん

２歳児歯科
健康診査

歯科診察、フッ素塗布、
歯科保健指導

２歳６か月～９か月
になるお子さん

市内医療機関及び歯科医療機関での健診になります。郵送した受
診票を使って、受診してください。

【問】母子保健課（本庁１階）☎２４-２１１５

愛の献血
月　日 場　所 時　間

５月26日（月） 県西県民センター
（筑西合同庁舎）   ９：30～11：00

６月19日（木） 関城支所 14：30～16：00

【問】健康増進課（本庁２階）☎２２-０５０６

６月の乳幼児健診など
健診の種類 期日・受付時間 会　場 対　象

１歳６か月児
健康診査

５日（木）
13：00～13：55

明野保健
センター １歳７か月に

なるお子さん
※対象者には個別に通知25日（水）

13：00～13：55
下館保健
センター

３歳児
健康診査

６日（金）
12：50～13：55

明野保健
センター

３歳６か月に
なるお子さん

※対象者には個別に通知

マタニティクラス
〜パパママクラス〜
（定員有・要申込）

12日（木）
13：00～13：10

明野保健
センター

妊婦さんと
その夫

【申】【問】母子保健課（本庁１階）☎２４-２１１５

６月の育児相談（要予約）

日　時 会　場

４日（水）、20日（金）
9：30〜11：00、13：30〜15：00
※時間は予約の時にお伝えします

  こども家庭センター
相談コーナー
  （本庁２階）

☆ お子さんの身長や体重を測定できる予約制の個別相談です。
日程など都合が合わない場合は、別日でも相談に応じますの
で、問い合わせてください。

【申】【問】母子保健課（本庁１階）☎２４-２１１５

▶持参品＝母子健康手帳、バスタオル　▶内容＝身体測定、離乳
食の進め方、子育て、発達についての相談など　

６月のシルバーリハビリ体操教室（予約不要）
地区 日　時 会　場

下
　
館

３日・10日・17日・24日（火）、
13日・27日（金）

13：30～15：00

アルテリオ会議室
※13日・27日は

集会室

13日・27日（金）
10：00～11：30

市総合福祉
センター（小林） 

関
　
城

４日・11日・18日・25日（水）
10：00～11：30

関城コミュニティ
センター

10日・17日（火）
10：00～11：30

ペアーノ

明
野

２日・16日（月）
13：30～15：00

明野いきがい
センター

協
和

４日・18日（水）
13：30～15：00

協和コミュニティ
センター

健康づくり奨励単位認定事業／生涯学習奨励単位該当


